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 提出書類について（認定申請・利用申込・利用者負担額の算定など）              

※提出が必要な書類全てが揃って申込完了となり、書類不備・未提出書類がある場合は申込が完了せず、利用

調整（選考）・給付認定は行われません。 

※本市ホームページ「幼稚園・保育所等に関する様式集（保護者向け）」より印刷可能です（一部様式なし）。 

１．全ての方が必要な書類 

提出書類名称 提出 

・教育・保育給付認定申請書 必須 

・保育の利用兼保育所入所等申込書 

・保育の利用申込（継続）時におけるご注意事項【重要】 

・発育状況調書 

・母子健康手帳 

保育所などの認可保育施設（２・３号）を希望する場合必須 

※令和５年１月２日以降に本市へ転入された方・市民税未申告

の方は、左記提出書類に加え、市・府民税課税証明書または

住民税決定通知書の提出も必要（１１ページ参照） 

２．保育が必要な理由を証明する書類（父母ともにいずれかの書類が必要） 

保育が必要な理由 提出書類名称 添付書類又は注意事項 

雇用されている方 
（会社員・公務員・ 

パート・派遣社員） 

就労証明書 
※月６４時間以上必須 

・就労予定の場合も本証明書 

※育児休業中の方は、本証明書に加えて「育児休業等取得証明

書」の提出も必要 

自営業の方① 
（自営中心者の方） 

自営業状況書 
（添付必須書類あり 右参照） 
※月６４時間以上必須 

・最新年度の確定申告書控え第一表及び第二表（添付必須） 

自営業開始前の場合は、開業に係る経費の支出明細等、収

支状況が確認できる書類 

・開業届または履歴事項全部証明書（登記簿謄本）など事

業内容のわかるもの（添付必須） 

自営業開始前の場合は、事業計画書や店舗予定地の賃貸借

契約書等、自営業を開始することがわかる書類 

自営業の方② 
（自営協力者の方） 

（雇用保険や労災保険に加入しており、か

つ、雇用契約を締結している場合） 

就労証明書 
※月６４時間以上必須 

・就労予定の場合も本証明書 

※利用調整（選考）にて、就労として勤務時間に応じて採点 

（雇用保険や労災保険に加入していない、

雇用契約を締結していない場合 ※１） 

自営業状況書 
（添付必須書類あり 右参照） 

※月６４時間以上必須 

・上記「自営業の方①」と同様の書類（確定申告書・開業

届または履歴事項全部証明書など）。 

※利用調整（選考）にて、自営協力者として採点 

※確定申告にて専従者（１０３万円以上）で申告されている場

合、利用調整（選考）にて加点あり 

内職している方 
内職証明書 
※月６４時間以上必須 

※平均月収２万円以上必須 

・内職を請負っていることがわかる書類 

・内職の実績の支払状況がわかるもの 

就学している方 
（職業訓練学校含む） 

（※２） 

就学状況証明書 
※在学証明書・時間割表添付要 

・在学証明書は学生証で代替可 

・就学予定の場合、合格通知書など入学することがわかる

書類 

疾病・障がいを有し
ている方 

病気・障がい状況証明書 
※整骨院・鍼灸院等除く 

・該当者のみ 身体障がい者手帳４級以上、療育手帳 A・B

等、精神障がい者保健福祉手帳３級以上の等級が確認で

きるページ（写） 

・病気の場合、医師の診断証明書 

 
※１ 会社役員などで、雇用保険・労災保険に加入できない場合は、保育幼稚園事業課までご相談ください。 
※２ 対象となる学校は、学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校、同法第１３４条第１項に規定

する各種学校に限られます。 

＜次ページへ続く＞ 
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２．保育が必要な理由を証明する書類（父母ともにいずれかの書類が必要）の続き 

保育が必要な理由 提出書類名称 添付書類又は注意事項 

同居の家族の介護・
看護をしている方 

（但し、申込児童除
く） 

介護・看護状況証明書 及び 

（介護・看護を受ける方の）病気・

障がい状況証明書 

・介護・看護を受ける方が身体障がい手帳４級以上、療育

手帳 A・B 等、精神障がい者保健福祉手帳３級以上をお

持ちの場合は手帳（写） 

・母子通園の場合、付き添い児童の在園証明 

仕事を探している方 
求職活動申立書 
※月６４時間以上必須 

・求職活動中の要件で認可保育施設を利用できるのは２ヶ

月まで 

・入所申込時は 2 ヶ月ごとに再申請が必要 

産前・産後の期間に
ある方（産後８週ま
で）（※３） 

母子健康手帳（写） 
※指定様式なし（ご持参ください） 

・母子健康手帳の父母氏名・出産予定日が確認できるペー

ジ（写） 

災害の復旧に当たっ
ている方 

罹災証明書 ※指定様式なし — 

育児休業中で在園児
の継続利用を希望す
る方 （※３） 

保育の利用継続申請書 
育児休業等取得証明書 

・保育の利用継続申請書は、在籍園の施設長・事業主の意

見欄あり 

・育児休業等取得証明書は、雇用主（勤務先）記入欄あり 
 

※３ 産前産後休業中または育児休業中の方は、職場復帰が決定した際に「産後休暇・育児休業等復帰証明書」の提出が必要です。 
 

３．その他、利用申込時（施設・事業の利用開始後）にあたりご用意いただく書類（該当者のみ） 

保護者・世帯・児童の状況 提出書類名称 備考 提出 

きょうだい一緒に申込される方 兄弟姉妹入所条件書 
内定パターンを選択の上、提出。 

※２５～２６ページ参照 
□ 

育児休業を取得している方 育児休業等取得証明書 

育児休業中は保育の利用ができません

（在園中に、新生児の出産に伴って、育児

休業を開始された場合を除く）。そのた

め、育児休業中に内定になられた場合、

入園月月末までの職場復帰が必須条件と

なります。 

□ 

育児休業中で待機証明書の発行

を希望して入所申込をされる方 

育児休業等取得中の利用調整（入

所選考）に関する申立書 

・利用調整（選考）上、減点。 

・入所選考にて待機となった場合に待機

証明書の発行が可能。 

□ 

出産（18 点）ではなく、就労・

就学での利用調整（選考）を希

望される場合 

・産後休業直後の復職に関する申

立書（または、産後休業直後の復

学に関する申立書） 

・新生児の母子手帳 

・利用調整（選考）において、就労・就

学要件で採点。 

・産休明け加点対象（２点×クラス年齢）。 

※産後休業直後の職場復帰が必須 

□ 

育児休業に伴い退園または１号

認定に変更した後、再申込みす

る場合 （詳細 2７～2８ページ） 

育児休業に伴う退園・１号認定変

更証明書 
利用調整（選考）上、加点 □ 

申込児童が常時保育、または一

時預かり等を利用している場合

（一日 4 時間以上） 

常時保育・一時預かり等利用証明

書 

利用調整（選考）上、加点 

※ 私立幼稚園、企業主導型保育施設、認可保

育施設の預かり保育利用などについても、

当書類の提出あれば加点の対象（未提出の

場合は、加点対象外）。 

□ 

 

＜次ページへ続く＞ 
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３．その他、利用申込時（施設・事業の利用開始後）にあたりご用意いただく書類（該当者のみ）の続き 

保護者・世帯・児童の状況 提出書類名称 備考 提出 

申込児童の直系親族（保護者以

外・６５歳未満）と同居されて

いる方 

同居者の保育が必要な理由を証明す

る書類（就労証明書など） 

※直系親族以外は不要 

提出がない場合、利用調整（選考）上、

減点になります 
□ 

就職予定で、前職からの転職期

間が 1 ヶ月以内の方 

前職の就労証明書 

※退職日の記載必須 

利用調整（選考）上、就労予定ではな

く就労で採点可能 

※入所月１日時点で就労開始している

必要あり 

□ 

ひとり親世帯の方 

児童扶養手当証書、ひとり親家庭医療

証、戸籍謄本（省略なしの内容）、離

婚受理証（親権記載の内容） 

いずれか一通の写し □ 

離婚調停（係争）中の方 事件係属証明書又は呼出状 
裁判所受付印があるもの、または裁判

所発行のもの 
□ 

生計中心者が失業している場合 雇用保険受給資格者証等 
生計中心者の場合のみ、利用調整（選

考）上、加点 
□ 

生活保護を受給されている方 生活保護受給証 — □ 

申込児童または同居家族が障が

い者手帳を有しているか特別児

童扶養手当を受給している場合 

身体障がい者手帳、精神障がい者保健

福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手

当受給がわかるもの 

いずれかの写し。 

利用者負担額（保育料）算定のため。 

申込児童が該当する場合、利用調整

（選考）上、加点 

□ 

保育士等の資格を有し、認可保

育施設等で勤務している（予定

含む）場合 （詳細 2４ページ） 

保育士等加点にかかる同意書 

各資格を証する書類 

・月１２０時間（週３０時間）以上 

・勤務・勤務予定の場合のみ利用調整

（選考）上、加点 

□ 

現在の在籍施設から他施設への

転所（転園）を希望される方 
転所申請書・発育状況調書・母子手帳 

転所内定後、現在籍施設への退園届の

提出が必要（退園届は市 HP に掲載し

ていません。現在籍施設からお受け取

りください） 

□ 

希望園の変更、きょうだい条件

の変更、申込の取下げ、育休減

点（マイナス 100 点）の期間変

更を希望される方 

保育の利用申込内容変更申請書 —  

高槻市へ転入予定の方 

賃貸借契約書・建物売買契約書など 

同居申立書 

申込児童の母子手帳・健康保険証など 

高槻市への転入を証明する書類。 

申込児童の氏名・生年月日が確認でき

る書類 

□ 

市民税未申告の方 
（市民税課にて申告の上）市・府民税

課税証明書または住民税決定通知書 
・父母の合計所得が 266 万円以下の

場合、利用調整（選考）上、加点 

・利用調整（選考）にて同点時、父母

の合計所得を参照する場合あり 

・入園後の利用者負担額（保育料）算

定等のためにも必要 

※未提出の場合、最高金額（第１子の標

準時間の場合で月々６９，０００円）

となりますので、必ず提出するようお

願いします 

父 

母 

令和５年 1 月 2 日以降に本市へ

転入された方（※2） 

（令和６年５月～８月選考希望の場合） 

令和５年度市・府民税課税証明書 

または住民税決定通知書 

令和６年 1 月 2 日以降に本市へ

転入された方（※2） 

（令和６年９月以降選考希望の場合） 

令和６年度市・府民税課税証明書 

または住民税決定通知書 

※２ 令和５年 1 月 1 日時点（令和６年 9 月以降入所選考については令和６年 1 月 1 日時点）に本市に住民票があった方は、市民税課

税台帳を閲覧します。 


